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2 0 2 3 年 2 月 

在チリ日本大使館経済班 

チリ経 済 情 勢 報 告 （2023年 1月 ） 

 

 

１．経 済 指 標  

 

（１） 経 済 活 動 指 数 （ IM ACEC ） － 前 年 同 月 比

▲1.0％－  
12 月 の IMACECは 前 年 同 月 比 ▲ 1.0 ％ ，（ 季 節

調 整 済 前 月 比 は 0.4 ％ ） と な った 。 営 業 日 数 は 昨

年 より1日 少 なかった。鉱 業 は前 年 同 月 比 1.2％，

鉱 業 以 外 の 業 種 は 同 ▲ 1.1 ％ だ っ た 。 季 節 調 整

済 前 月 比 では 鉱 業 は 0.4 ％，非 鉱 業 部 門 は 0.5 ％

となった。 

中 銀 アンケート（2月 ）による1月 のIMACEC見 通 しは前 年 同 期 比 ▲1.5％（中 央 値 ）とな

っている。 

 

（２） 消 費 －悪 化 している－  
①  12 月 の 商 業 活 動 指 数 （ 実 質 ， INE 公 表 ） は ，

前 年 同 月 比 ▲7.7％，同 指 数 の小 売 業 （除 く車 ）

は同 ▲12 .0％となった。 

②  12 月 の ｽ ｰ ﾊ ﾟ ｰ ﾏ ｰ ｹ ｯ ﾄ 販 売 額 （ 実 質 ， INE 公

表 ）は，前 年 同 月 比 ▲14.1％となった。 

③  12 月 の ｻ ﾝ ﾃ ｨ ｱ ｺ ﾞ 首 都 圏 商 業 販 売 額 （ チ リ 商

工 会 議 所 公 表 ，既 存 店 ，暫 定 値 ）は，前 年 同 月

比 ▲16.4％となった。 

④  1月 の消 費 者 経 済 認 識 指 数 （IPEC，Gfk Ad ima rk公 表 ）は24 . 5  (前 月 差 1.4 )，個 人 の

景 気 認 識 （現 状 ）は28 .1（同 2 .4）と，引 き続 き50（中 立 点 ）を下 回 っている。 

⑤  1月 の新 車 販 売 台 数 は27,617台 （前 年 同 月 比 ▲25 .9％）となった。 

＜概 要 ＞景 気 は、悪 化 している。  

● 消 費 は悪 化 している。 

● 生 産 は、工 業 は減 少 、鉱 業 は増 加 。企 業 マインドは良 化 している。 

● 雇 用 は足 踏 み状 態 にあり、失 業 率 は未 だ高 い水 準 にある。 

● 物 価 は大 きく上 昇 している。 

● 貿 易 は黒 字 となっている。 

● 銅 価 格 は上 昇 ，為 替 はペソ高 傾 向 ，株 価 は上 昇 で推 移 している。 

先 行 き については 、コ ロナ ウイルスの感 染 状 況 とそ の対 策 、 新 憲 法 制 定 議 論 、 財 政 ・ 年 金 ・

税 制 等 国 内 政 治 動 向 及 びウクライナ情 勢 を含 む世 界 経 済 情 勢 に留 意 する必 要 がある。 
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（３） 鉱 工 業 生 産 ， 電 力 － 工 業 は 減 少 、 鉱 業

は増 加 －  
12月 の工 業 生 産 指 数 は，前 年 同 月 比 ▲4.1％

となった。セクター別 では機 械 製 品 が増 加 （寄 与

度 1.9 ％ ） ， 化 学 が 減 少 （ 同 ▲ 2.7 ％ ） に 寄 与 し

た。 

12 月 の 鉱 業 生 産 指 数 は 前 年 同 月 比 1.8 ％，

銅 生 産 量 は同 ▲1.1％となった。 

12月 の電 力 指 数 は前 年 同 月 比 2.4％となった。 

 

 

 

 

（４） 企 業 の業 況 判 断 －良 化 －  
1 月 の IMCE （ 企 業 業 況 判 断 指 数 ） は 37 .83 ポ

イントで，前 月 差 2.22 ポイントとなり ，11ヶ月 連 続

で 中 立 点 を 下 回 っ た 。 内 訳 を 見 る と ， 商 業 が

42 .95 （ 同 0.63ポ イ ント ） ，鉱 業 が 46 .08 （ 同 7 .54 ポ

イ ント ） ，製 造 業 は 36.35 （ 同 1.72 ポイ ント ） ，建 設

業 が25.42（同 ▲0.02ポイント）となった。 

 

 

（５） 雇 用 －失 業 率 は未 だ高 い水 準 にある－  
10 ～ 12 月 期 の 失 業 率 は 7.9 ％ （ 前 年 同 期 差

0.7 ％ ） と ， 高 い 水 準 に あ る 。 労 働 力 人 口 は

379 , 716 人 増 加 （ 前 年 同 期 比 4.1 ％ ） ， 就 業 者 数

は 286 ,944 人 増 加 （ 同 3.3 ％ ） し ， 失 業 者 数 は

92 ,772 人 増 加 （ 同 13 .8 ％ ） し て い る 。 就 業 者 数 を

職 業 別 に み る と ， 鉱 業 が 前 年 同 期 比 寄 与 度

0.4％、建 設 が同 ▲0.6％と減 少 に寄 与 している。 

12月 の賃 金 （速 報 値 ）は，名 目 は前 年 同 月 比 10.8％，実 質 は同 ▲1.7％となった。 
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（６） 物 価 －大 きく上 昇 している－  
1 月 の 消 費 者 物 価 指 数 （ 総 合 ） は ， 前 月 比 は

0.8 ％ ， 前 年 同 月 比 は 12.3 ％ と な っ た 。 品 目 別 に

前 年 同 月 比 の 動 き を み る と 貿 易 財 （ 15 . 2 ％ ） ， 燃

料 （ 16 .7 ％ ） が 上 昇 し た 。 な お ， 生 鮮 ・ 燃 料 を 除 く

指 数 は ， 前 月 比 1.1 ％ ， 前 年 同 月 比 8.6 ％ で あ っ

た。 

中 銀 ア ン ケ ー ト (2 月 ) に よ る イ ン フ レ 期 待 は 1 年

後 ： 5 .0 ％ （ 前 月 5.0 ％ ） ， 2 年 後 ： 3 .2 ％ （ 前 月

3.3％）となっている。 

12月 の生 産 者 物 価 （ 全 産 業 ）は，前 月 比 ▲6.5％，前 年 同 月 比 は3.0％となった。製 造

業 （前 年 同 月 比 16 .2％）などが上 昇 した。 

 

（７） 貿 易 －黒 字 となっている－  
①  1 月 の 輸 出 額 （ FOB ） は 89 . 2 億 ド ル （ 前 年 同 月

比 4.2％）となった。内 訳 を見 ると，鉱 業 品 38.8億 ド

ル （ 同 ▲ 9.8 ％ ） （ 全 体 の 43 .5 ％ ） ， 農 林 水 産 品

17 .7 億 ド ル （ 同 20 . 1 ％ ） （ 全 体 の 19.8 ％ ） ， 製 造 業

品 32.7 億 ド ル （ 同 17 . 4 ％ ） （ 全 体 の 36.7 ％ ） と な っ

た 。 鉱 業 品 の う ち 銅 は 29 .8 億 ド ル （ 同 ▲ 21.6 ％ ）

（鉱 業 品 輸 出 額 全 体 の76.7％）となった。 

②  1月 の 輸 入 額 （FOB） は63 .3 億 ドル（ 前 年 同 月 比 ▲16.3％） となった。内 訳 （ CIF）は ，消

費 財 17 .7億 ドル（同 ▲27 .5％），中 間 財 37 .5億 ドル（同 ▲17.6％），資 本 財 13.6億 ドル（ 同

▲9.1％）となった。 

③  1月 の貿 易 収 支 （FOB）は26 .0億 ドルの黒 字 となった。 

 

（８） 対 日 ・中 ・韓 貿 易  
①  対 日 貿 易 （ FOB ） ：12 月 の 貿 易 額 は ，輸 出 額 7.5 億 ドル （ 前 年 同 月 比 1. ０ ％ ） ，輸 入 額

3.4億 ドル（同 80 .0％），貿 易 総 額 では10.9億 ドル（同 17 . 0％）となった。 

②  対 中 貿 易 （FOB）：12月 の貿 易 額 は，輸 出 額 37.5億 ドル（前 年 同 月 比 5.3％），輸 入 額

14 .7億 ドル（同 ▲45 .0％），貿 易 総 額 では52 .2億 ドル（同 ▲16.2％）となった。 

③  対 韓 貿 易 （FOB）：12月 の貿 易 額 は，輸 出 額 6.1億 ドル（前 年 同 月 比 38 .6％），輸 入 額

1.4億 ドル（同 7.3％），貿 易 総 額 では7.5億 ドル（同 31 . 6％）となった。 
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２．市 場 の動 き 

（１） 国 際 銅 価 格 －上 昇 －  
1月 の 国 際 銅 価 格 は 1ポンド3 . 8 1ドル （3 日 ） で始 ま

っ た 。 月 末 に は 4 . 1 2 ド ル （ 3 1 日 ） と 前 月 末 比 8 . 2 ％ で

終 了 した。 

1 月 の 銅 在 庫 は ，189 , 505 ㌧ （ 3 日 ） で 始 ま り ，月 末

には241 , 086㌧（31日 ）と前 月 末 より増 加 した。 

 

 

 

 

（２） 為 替 －ペソ高 傾 向 －  
1 月 の 為 替 は ，1 ドル 8 5 9 ペ ソ（ 2 日 ） で 始 ま っ た 。そ

の後 下 落 （ペソ高 ）にし、月 末 は 80 1ペソ（ 3 1日 ） と前

月 末 差 ▲59ペソで終 了 した。 

 

 

 

（３） 株 価 －上 昇 －  
1 月 の IPSA 値 （ サ ン テ ィ ア ゴ 主 要 株 式 指 数 ） は

5137 ポ イ ン ト （ 1 日 ） で 始 ま った 。 月 末 に は 5322 ポ イ ン

ト（31日 ）と，前 月 末 比 1.1％で終 了 した。 
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３．経 済 トピックス(報 道 等 情 報 ) 

（１） 通 信 ケーブルの盗 難 増 加 ：報 道  

1月 13日 付 当 地 エルメルクリオ紙 は、2022年 の通 信 ケーブル盗 難 の増 加 について報 じ

た。 

 チリでは、2022年 中 に1日 平 均 約 60件 のケーブル盗 難 犯 罪 が発 生 した。銅 価 格 の高 さ

に魅 せられ窃 盗 は倍 増 し、組 織 犯 罪 ギャングの新 しい違 法 ビジネスとなっている。 

 モ ビスタ－チ リに よる と、これらのギ ャング は、主 に 通 信 イ ンフラ を 破 壊 する ことに 焦 点 を

当 てており、窃 盗 後 に闇 市 場 で銅 を販 売 し、海 外 輸 出 されているという。犯 罪 者 が銅 線 を

盗 難 する際 、光 ファイバーケーブルも切 断 するため、大 規 模 な地 域 で高 速 インターネット、

テ レビ、電 話 サー ビスに 損 害 が出 てい る。こ の犯 罪 は、2022年 に 全 国 レベ ルで 爆 発 的 に

増 加 し、1年 間 で22 , 000件 以 上 が記 録 された。2021年 との比 較 では85％以 上 となり、約 2

倍 に増 加 したことになる。 

 「モ」社 のセキュリティマネージャーは、「この犯 罪 はチリ全 土 、特 に脆 弱 な地 域 でより多 く

発 生 してい る。デジ タルデバイ ドの解 消 とい う課 題 に まさに 直 面 し てい るからこそ 、市 民 の

意 識 を高 め、犯 罪 の通 報 を促 すことが重 要 」と述 べている。 

 チリ電 気 通 信 協 会 によると、ケーブル盗 難 による影 響 を受 ける家 庭 、企 業 、施 設 は202

2年 までに200万 人 を超 えるという。また、この犯 罪 に対 する苦 情 は昨 年 4,870件 に達 し、2

021年 のほぼ3倍 を記 録 している。特 に首 都 圏 州 が15000件 以 上 と圧 倒 的 に多 く、次 いで

バルパライソ州 （+1500件 ）、ビオビオ州 （+1150件 ）、オヒギンズ州 （+1100件 ）、アントファガ

スタ州 （+620件 ）となっている。首 都 圏 州 内 では、サンティアゴ区 （+1200）、マイプ区 （+100

0）、サンベルナルド区 （+830）、コンチャリ区 （+720）、プダウエル区 （+730）が最 も影 響 を受

けたコミューンである。 

 「モ 」社 によると、この犯 罪 を 阻 止 するのに役 立 つ 対 策 の１つ は、国 内 の主 要 企 業 が通

信 ケーブルを銅 線 から銅 を使 用 しない光 ファイバー等 への移 行 を推 進 することで、違 法 転

売 をなくすことだという。 

 

（２） 閣 僚 委 員 会 によるドミンガ鉱 山 プロジェクトの環 境 適 格 性 否 決 ：環 境 省 発 表  

 1月 18日 、環 境 省 は、環 境 問 題 閣 僚 委 員 会 が「ドミンガ・プロジェクト」の環 境 適 格 性 を

否 決 した旨 報 道 発 表 した。 

 ロハス環 境 大 臣 を議 長 とし、経 済 、保 健 、農 業 、エネルギー、鉱 業 の各 大 臣 で構 成 され

る閣 僚 委 員 会 が開 催 され、アンデス・アイアン社 が所 有 するドミンガ・プロジェクトの環 境 影

響 評 価 （E IA）の環 境 適 格 性 決 議 （RCA）に 対 して、市 民 参 加 プロセスに参 加 した個 人 お

よび組 織 から提 出 された12の異 議 申 し立 てに対 する結 論 を出 した。 

 コキンボ 州 に 位 置 す る鉱 山 ・港 湾 開 発 プロジ ェクト は、2013年 に環 境 影 響 評 価 制 度 に

入 り、2017年 3月 に同 州 の環 境 アセスメント委 員 会 から却 下 された。この決 定 は、同 年 10

月 の閣 僚 委 員 会 で 批 准 された が、この調 査 では、プロジ ェクト 承 認 のた めの法 律 19 , 3 00

の要 件 である、立 地 する地 域 の著 しい環 境 影 響 を排 除 することができないと判 断 した。 

 その後 、本 プロジェクトは、第 一 環 境 裁 判 所 と最 高 裁 判 所 の両 方 で裁 判 が行 われたが、

2022年 初 頭 、行 政 手 続 き中 であることを理 由 に本 件 についての決 定 は見 送 られた。 

 本 日 の会 合 で、閣 僚 委 員 会 は、海 洋 環 境 、保 護 区 、人 的 環 境 、水 資 源 、観 光 価 値 、

大 気 放 出 に関 する市 民 の異 議 申 立 てを、コキンボ地 方 の環 境 アセスメント委 員 会 が根 拠
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なく考 慮 しなかったとして、プロジェクトを望 まない市 民 からの訴 えを分 析 した。 

 環 境 に 関 する専 門 機 関 の報 告 、環 境 ア セスメントサービス（SEA）の分 析 と勧 告 に 基 づ

き、閣 僚 委 員 会 は、満 場 一 致 で12の異 議 申 立 てを受 け入 れ、その結 果 、ドミンガ・プロジ

ェクトを望 まないプロジェクトに分 類 すること（ca l i f i ca r  des f avorab lemente )を決 定 した。 

 今 回 提 出 された 異 議 申 立 ては、主 に影 響 力 のある状 態 や、各 生 物 に対 する影 響 力 の

ある領 域 の不 足 に焦 点 を当 てたものであった。そのため、今 回 のレビューでは、技 術 的 結

論 として、保 全 状 況 を考 慮 した動 物 種 ごとの分 析 が行 われ、フンボルトペンギン、チュング

ンゴ、クジラ類 などが含 まれることになった。同 委 員 会 は、技 術 的 ・法 的 背 景 を検 討 した結

果 、特 に以 下 の点 について、市 民 からの指 摘 が正 当 に考 慮 されていないと判 断 した。 

（１ ）海 洋 環 境 につ い ては、影 響 範 囲 の適 切 な決 定 と正 当 化 が なされてい ない 。また、十

分 なベ ースライ ンも実 施 されなかった 。この結 果 、 同 プロジ ェクト は、緩 和 、 補 償 、 賠 償 措

置 、適 切 なモニタリング計 画 を確 立 するために必 要 な、影 響 の予 測 が不 十 分 であることが

判 明 した 。 特 に 、 保 護 地 域 であ るフンボ ルト ペ ンギ ン国 立 保 護 区 （ア タカ マ 州 、 コ キンボ

州 ）、チョロス・ダマス諸 島 海 洋 保 護 区 （コキンボ州 ）への影 響 や、そこに生 息 する絶 滅 危

惧 種 や弱 者 への影 響 は十 分 に 検 討 されていない 。その中 で、特 に目 立 つ のは、シ ロナ ガ

スクジラ（Vu l ne r ab l e ）、ナガスクジラ（Cr i t i c a l l y  End ange red）、セミクジラ（Endange r ed）、

ザトウクジラ（Vu lne rab le）、マッコウクジラ（Vu lne rab le）、バンドウイルカ（Endange red）、フ

ンボルト ペンギン（Vu l ne r a b l e、世 界 の生 息 数 の80％が集 中 している）。チュウ ゴク（2013

年 現 在 、絶 滅 危 惧 Ⅱ類 ）、ユンコ（2013年 現 在 、国 内 生 息 数 の90％が集 中 している）、シ

ロガシラ（絶 滅 危 惧 Ⅱ類 ）、シマガシラ（絶 滅 危 惧 Ⅱ類 ）である。 

（２）漁 業 に伴 う海 洋 資 源 については、影 響 の予 測 ・評 価 に用 いるモデルに不 確 実 性 があ

り、その結 果 、底 生 生 物 資 源 管 理 区 域 への実 際 の影 響 が評 価 されず、その生 産 性 が危

ぶまれている。 

（３）水 に 関 しては、鉱 山 プロジ ェクトは水 理 地 質 学 的 モ デリ ング において、最 も好 ましくな

い条 件 を 考 慮 してい ない。再 圧 入 システムの設 計 は、可 用 性 と品 質 の両 面 において、資

源 に影 響 を与 えないことを保 証 するものではない。 

（４ ）大 気 に 関 しては、特 に 航 路 が含 まれて い ない た め、粒 子 状 物 質 の寄 与 の非 有 意 性

を立 証 できるベースラインが不 十 分 である。 

 

（３） 中 央 銀 行 による政 策 金 利 据 え置 き：中 央 銀 行 発 表  

１月 ２６日 、中 央 銀 行 は政 策 金 利 を11.25％に据 え置 く旨 公 表 した。 

 政 策 金 利 は、2022年 10月 12日 の中 央 銀 行 理 事 会 に て11 . 2 5％まで引 き 上 げられ、同

年 12月 6日 の同 理 事 会 では据 え置 かれていたが、本 年 1月 26日 の金 融 政 策 決 定 会 合 で

も再 び据 え置 くことが決 定 された。インフレ率 が、前 年 同 月 比 で2022年 11月 13 . 3％、12月

12 . 8％と高 い 水 準 に ありながらも、燃 料 価 格 の低 下 を 背 景 に 沈 静 化 に 向 かっていると見

られることから、現 行 の金 利 水 準 に据 え置 き、物 価 及 び経 済 動 向 の様 子 を引 き続 き注 意

深 く見 守 ることとした。 

 中 央 銀 行 が発 表 した足 元 経 済 の分 析 は以 下 の通 り。 

（１ ）世 界 のイ ンフレ率 は、主 に エネ ルギ ー価 格 の低 下 に より 下 落 傾 向 にあ るが、依 然 高

水 準 にある。このような状 況 の中 、主 要 な中 央 銀 行 は利 上 げを継 続 し。2023年 の成 長 見

通 しは、一 部 上 方 修 正 を示 すが、依 然 として弱 い。米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 （FRB）の金
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融 引 き締 め政 策 の縮 小 を受 け、楽 観 的 な見 方 が広 がり、世 界 的 にドル安 が進 行 し、リス

ク選 好 と新 興 国 への資 本 流 入 が進 み、株 式 市 場 は上 昇 し、長 期 金 利 はまちまちの動 き

を見 せている。 

（２ ） 銅 価 格 は、 中 国 の需 要 見 通 しの 改 善 に より 1ポ ン ド4 . 2 米 ド ル（ 前 回 比 11％ 増 ）と 大

幅 に 上 昇 し、原 油 価 格 は、1バレル83米 ドル（WT I ・ブレント 平 均 で前 回 比 5％増 ）前 後 で

推 移 している。 

（３）チリ国 内 の金 融 市 場 について、為 替 レートは約 8％上 昇 し、他 の通 貨 よりもやや高 い

水 準 にある。銀 行 融 資 は、特 に商 業 用 ローンで低 迷 が続 いており、これは供 給 条 件 が依

然 厳 しく、需 要 が弱 含 みで推 移 していることを背 景 とするものである。 

（４ ）チリ の足 元 経 済 は、11月 の 非 鉱 業 部 門 は季 節 調 整 済 みで 、前 月 比 0 . 2％ 減 （ 鉱 業

部 門 全 体 では同 0.8％減 ）と再 び減 少 した 。支 出 面 では、小 売 業 や輸 入 の動 向 、建 設 業

の低 調 など、消 費 や投 資 に 関 連 する指 標 の調 整 が続 いてい る。労 働 市 場 では、低 水 準

の雇 用 創 出 と実 質 賃 金 の年 間 変 化 率 の 低 下 が確 認 されてい る。消 費 者 と企 業 の 景 気

見 通 しは依 然 として悲 観 的 である。 

（５）チリ国 内 の12月 のインフレ率 は前 年 同 月 比 12 . 8％、コアインフレ率 は10 . 7％といずれ

も前 月 を下 回 った。しかし、過 去 2ヶ月 間 の累 積 インフレ率 は、中 央 銀 行 の予 想 を 上 回 っ

て高 水 準 にあり。2年 後 の予 想 インフレ率 は目 標 値 の3％を上 回 っている。 

（６）これまでに政 策 金 利 は、大 幅 に引 き上 げられ、経 済 の不 均 衡 の解 消 に寄 与 している

が、イ ンフレ率 は、依 然 として非 常 に 高 く、目 標 値 である3％への収 束 にはまだリスクが伴

う。インフレ収 束 が定 着 するまで、政 策 金 利 を11.25%に維 持 する。 

 市 場 のコンセンサスでは、今 回 の政 策 金 利 の据 え置 きは、想 定 通 りであり、次 回 4月 の

理 事 会 での金 利 動 向 が注 目 されている。4月 には、中 央 銀 行 が金 融 経 済 の詳 細 な分 析

を公 表 することから、これを踏 まえて金 融 政 策 を判 断 すると考 えられている。なお、足 元 の

為 替 レートは、銅 価 格 の高 騰 やアメリカの金 融 引 き 締 め政 策 の縮 小 を背 景 に、ペソ高 が

加 速 しているため、輸 入 物 価 の下 落 を通 じたインフレの収 束 への期 待 が高 まっているが、

今 回 の中 央 銀 行 の分 析 では、期 待 を煽 るような文 言 はなく中 立 的 な見 方 を保 った。今 後 、

交 易 条 件 の良 化 を通 じたインフレの沈 静 化 が明 らかとなれば、利 下 げを通 じて、本 年 マイ

ナス成 長 と予 想 される経 済 へのダメージを和 らげることができる可 能 性 がある。 

 

（４） チリ南 部 の森 林 火 災 の影 響 ：報 道  

２月 ６ 日 当 地 紙 各 紙 は、チリ南 部 で発 生 している大 規 模 森 林 火 災 による経 済 的 影 響

について報 じた。 

  チリ南 部 のマウレ州 からラ・アラウカニア州 にかけての広 大 な地 域 で発 生 した森 林 火 災

は、2月 6日 までに30万 ヘクタール近 くに広 がり、死 者 は20名 以 上 にのぼっている。2017年

以 来 の大 規 模 な火 災 となり、国 営 林 業 公 社 （Co na f ）の発 表 に よると、これまでに 発 生 し

ている火 災 は270件 以 上 にのぼっており、熱 波 による高 温 に加 え、強 い風 と10年 以 上 続 く

深 刻 な干 ばつにより急 速 に炎 が広 がっている。 

  被 災 世 帯 への一 次 的 な対 策 として、フランシスカ・ペラレス社 会 福 祉 省 次 官 は、6日 に

復 興 給 付 （B ono  d e  r e cu p e r a c i o n ）を 行 うことを 考 えてい る旨 発 表 した 。これは2022年

末 に バルパライ ソ州 で発 生 した 大 規 模 火 災 で行 われたもので、被 災 した 一 世 帯 あたり 最

大 150 万 ペ ソが 給 付 され る。 また 、 今 後 の 対 策 と しては 、 衛 生 設 備 を 備 えた 仮 設 住 宅 の
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建 設 や、住 宅 都 市 計 画 省 が行 う復 興 計 画 において、住 宅 のほか、土 地 や被 災 した地 域

全 体 の復 興 を目 指 すことを考 えていると述 べた。 

  森 林 火 災 の経 済 的 な損 失 に つ いて、不 動 産 サービス会 社 のコリ ア-ズ ・イ ンター ナショ

ナル社 の試 算 によると、5億 4000万 ドルに のぼるとい う。被 災 地 域 は農 業 ・林 業 ・畜 産 業

が盛 んな地 域 であり、火 災 により土 壌 が破 壊 され、再 利 用 できるまでには数 年 かかるとい

う。また 、人 命 被 害 や イ ンフラなどの直 接 的 な損 害 に 加 え、 収 穫 作 業 の 遅 れ、生 産 物 の

輸 送 や物 流 への影 響 、火 災 による煙 による人 々への生 活 や健 康 への被 害 、観 光 業 への

影 響 などが懸 念 されている。消 火 活 動 の費 用 としてこれまですでに1億 ドル近 くが投 じられ

ており、2017年 の火 災 で投 じられた1億 5千 万 ドルに迫 ると考 えられている。 

  他 方 、エコノミストのパトリシオ・ロハス氏 は、経 済 指 標 の面 で火 災 の影 響 は限 定 的 で、

1 月 、 2 月 の 経 済 活 動 指 数 に は 大 き な 影 響 は 出 な い だ ろ う と み て い る 。 農 林 業 は G D P の

3％程 度 であり、地 域 別 で見 ると被 災 の中 心 であるアラウカニア地 域 は全 般 的 にマクロ経

済 への影 響 が低 い地 域 であるとしている。一 方 、火 災 が何 日 続 くか分 からないため、今 後

の影 響 の大 きさについてはまだ不 透 明 だとも指 摘 している。 

 

（５） 上 院 鉱 業 委 員 会 で鉱 業 ロイヤルティ法 案 を承 認 ：報 道  

1月 5日 当 地 紙 エルメルクリオは、鉱 業 ロイヤルティ法 案 について、上 院 鉱 業 委 員 会 が

承 認 し、鉱 業 界 が批 判 している旨 を報 じた。 

 4日 、 激 しい 議 論 の 後 、 上 院 鉱 業 委 員 会 は法 案 を 承 認 し、 上 院 財 務 委 員 会 に 送 付 し

た。鉱 業 界 は、鉱 業 ロイヤルティを 引 き 上 げる法 案 の承 認 に 疑 問 を 呈 した。鉱 業 評 議 会

と 鉱 業 協 会 は、 チ リ 政 府 が 提 示 した 法 案 に つ い て 懸 念 を 表 明 。 法 案 は 、 鉱 業 へ の 課 税

強 化 を通 じて地 方 に 配 分 される資 金 が主 な焦 点 の一 つ となっている。財 務 省 試 算 では、

3つの新 基 金 を通 じて4億 5,000万 米 ドルが分 配 される。 

 ビジャリノ鉱 業 評 議 会 会 長 は、鉱 業 委 員 会 で起 こった結 果 は「遺 憾 」である。一 部 の議

員 は、新 しいロイヤルティが投 資 に与 える影 響 について懸 念 を示 し、更 に実 効 税 負 担 とマ

ルセル財 務 大 臣 が提 示 した数 字 に疑 問 を示 したが、それでも法 案 を承 認 することにし、こ

れらの問 題 の解 決 責 任 を財 務 委 員 会 に委 ねた。また、税 収 増 の行 き先 を地 域 や自 治 体

に 絞 った 政 府 の戦 術 は効 果 的 だ ったが、税 負 担 増 に よって鉱 業 活 動 が低 下 すれば、実

現 する可 能 性 は低 いと述 べた。 

 リ エス コ 鉱 業 協 会 会 長 も 同 様 の 見 解 で 、 地 域 の 基 金 に 関 し て、 現 段 階 で の 承 認 に 決

定 的 な 影 響 を 与 えた 。 法 案 は、 鉱 業 への 投 資 を 呼 び 込 むこ と に 重 点 を 置 くべき 。 今 後 、

銅 の生 産 量 が100万 トン増 えるごとに、長 期 的 なレートと価 格 で、13億 ドル近 い 収 入 を得

ることができる。これは、今 回 の増 税 で政 府 が求 めてい るものに 非 常 に 近 い 。新 しい 鉱 山

プロジェクトを承 認 し追 加 生 産 を求 めるのではなく、現 在 の生 産 量 を増 やすという意 味 で、

やや静 的 な考 え方 があると述 べた。 

 上 院 鉱 業 委 員 会 では、2つの条 項 の個 別 採 決 が行 われた。まず、第 2条 の採 決 が行 わ

れ、 年 間 販 売 量 が 5 万 ト ン 相 当 を 超 え る 鉱 山 事 業 者 の 年 間 銅 販 売 量 に 対 し て1 ％の 割

合 で鉱 業 使 用 料 の従 量 分 を設 定 。投 票 は、4人 の委 員 が承 認 、1人 の委 員 が棄 権 した。 

 次 に、第 3条 の採 決 が行 われ、年 間 売 上 高 が銅 の50％以 上 で、微 細 銅 5万 トン相 当 の

価 値 を超 える鉱 山 会 社 には、鉱 山 マージン・コンポーネントと呼 ばれる鉱 山 使 用 料 が課 さ

れる。この税 金 を 適 用 するための税 率 は、8％から26％の間 で変 動 する。投 票 は、３ 人 の
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委 員 が承 認 、2人 の委 員 が棄 権 した。その他 の条 文 は全 会 一 致 で承 認 可 決 された。 

 マルセル 財 務 大 臣 は、チ リ 政 府 側 に は 立 場 を 近 づけ 、 新 し い ロイ ヤルテ ィを 生 み 出 し、

財 源 を 増 やすこ とに あらゆる意 欲 があ った 。その結 果 、 鉱 山 活 動 の影 響 を 最 も受 け る地

域 を 含 む自 治 体 に 多 くの資 金 を 提 供 でき るようになった と述 べた 。他 方 、プロエンス議 員

は、財 務 委 員 会 や本 会 議 での議 論 におい て、税 率 と従 価 税 に 関 して、相 応 の修 正 が行

われることを期 待 していると述 べた。 

 

（６） 生 産 性 向 上 アジェンダの発 表 ：政 府 発 表  

 1月 30日 、マルセル財 務 大 臣 は、グラウ 経 済 大 臣 、ハラ労 働 ・社 会 保 障 大 臣 とともに、

経 済 団 体 や中 央 合 同 労 組 （CUT）と共 同 で作 成 した、40以 上 の施 策 からなる「生 産 性 ア

ジェンダ」の発 表 を発 表 した。チリは、過 去 15年 間 生 産 性 が停 滞 しており、同 アジェンダは、

これを高 めるため官 民 の資 源 の使 い方 を大 幅 に改 善 し、業 務 効 率 化 、イノベーション、経

済 成 長 の後 押 しをすることを目 的 としてい る。過 去 の政 権 の生 産 性 アジェンダ との違 いと

して、現 政 権 は、民 間 経 済 団 体 と共 同 で作 成 した参 加 型 であることや、各 施 策 の厳 格 な

フォローアップを行 うことを強 調 している。 

 同 アジ ェンダには、一 部 の法 律 ・行 政 手 続 きに おけ る公 証 の廃 止 、革 新 的 企 業 のため

のベンチャーキャピタルファンドの設 立 、外 国 貿 易 プロセスのデジタル化 、職 業 訓 練 におけ

るデジタルスキルの取 り入 れなどの施 策 が盛 り込 まれている。これら施 策 により、時 間 をか

けて年 率 の生 産 性 上 昇 率 を近 年 のゼロ％前 後 から1. 5%に引 き上 げることを目 指 すとして

いる。 

 主 な対 策 は以 下 の通 り。 

（１）セクター別 投 資 許 可 制 度 の構 造 改 革 として、2023年 後 半 に、投 資 許 可 プロセスの大

幅 な改 革 を 実 施 するための法 案 を 提 出 し、審 査 手 続 き などの大 幅 な短 縮 、規 制 の見 直

しなどを行 う。 

（２）デジタルスキルトレーニングプログラムを拡 大 する。 

（３）革 新 的 な企 業 に 資 金 を 提 供 するベ ンチャーキャピタルファ ンドの設 立 を 行 う。政 府 が

民 間 投 資 家 と共 同 でベンチ ャーキャピタル投 資 ファンドの出 資 者 となることで、公 的 資 源

の有 効 活 用 、投 資 に よるキャピタルゲインの獲 得 、投 資 家 の誘 致 を実 現 するための法 案

を提 出 する。国 の出 資 額 は上 限 が設 けられる予 定 。 

（４）公 証 人 役 場 （No t a r i a ）での手 続 き 要 件 の撤 廃 するた め、行 政 法 に 明 記 された 特 定

の手 続 きにおける公 証 人 の役 割 を 見 直 し、高 度 な電 子 署 名 などの代 替 手 段 を取 り 入 れ

る。国 家 経 済 検 察 庁 によると、現 在 の公 正 証 書 手 続 きで利 用 者 の間 接 コストは年 間 330

0万 ～4400万 ドルに上 ると試 算 されている。 

（５ ）海 外 貿 易 ・ 物 流 プロセスのデジ タル化 として、 事 前 の 税 関 申 告 な どの手 続 き を 近 代

化 し、対 外 貿 易 システム（SICEX）を通 じた事 前 の手 続 きの活 用 を促 進 する。 

（６ ）海 上 旅 客 ・貨 物 輸 送 の競 争 促 進 とし て、商 船 振 興 法 と航 海 法 を 改 正 し、 競 争 を 促

すことで、大 幅 な効 率 化 と運 賃 の引 き下 げを実 現 する。 

（７ ）女 性 ・若 年 層 に 焦 点 を 当 てた 雇 用 助 成 金 を 再 評 価 して、より 効 果 的 で正 規 雇 用 の

創 出 につながるような助 成 制 度 を構 築 する。 

（８ ）公 共 調 達 におけ る中 小 企 業 や協 同 組 合 の参 加 拡 大 を 促 進 するた めの法 案 を 策 定

する。 
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（７） 鉱 業 省 がドイツ政 府 と協 力 協 定 を締 結 ：鉱 業 省 プレスリリース 

1月 30日 、鉱 業 省 は、ドイツ政 府 と協 力 協 定 を締 結 した旨 のプレスリリースを発 出 した。 

 30日 、鉱 業 省 は、南 米 公 式 訪 問 中 のショルツ独 首 相 とボリッチ大 統 領 が出 席 し、二 国

間 関 係 を深 め、作 業 ・協 力 課 題 を通 じて共 同 利 益 を確 保 するため、チリとドイツの両 政 府

が、気 候 危 機 を 背 景 に 鉱 山 及 び 環 境 問 題 に 取 り 組 むた めに 両 国 関 係 を 強 化 する 協 力

協 定 「鉱 山 、鉱 物 原 材 料 、循 環 経 済 に関 する協 定 」の署 名 式 を行 ったと発 表 。 

 エルナ ンド鉱 業 大 臣 は、チリ と 独 は歴 史 的 に 、特 に 鉱 業 分 野 で 密 接 な 関 係 があ る。 今

日 、 この 産 業 を 継 続 的 に 発 展 させ るた め に は、地 域 社 会 を 尊 重 した 持 続 可 能 な 採 掘 に

向 けて具 体 的 なステ ップを踏 むことが必 要 であるというのが、両 国 の共 通 の見 解 であ ると

述 べた。 

 また、署 名 したクラフト鉱 業 次 官 は、両 国 には長 い協 力 の伝 統 があり、今 回 行 ったのは、

鉱 物 資 源 、循 環 型 経 済 、気 候 変 動 に 対 応 する戦 略 的 鉱 物 の分 野 でその関 係 を 深 める

こと。この協 定 の締 結 をきっかけに、共 同 で開 発 できる取 り組 みが増 えることを期 待 してい

ると述 べた。 

 同 様 に 、ブ ラント ナ ー独 経 済 ・ 気 候 保 護 担 当 連 邦 副 大 臣 は、 チ リ と独 は、 持 続 可 能 で

未 来 志 向 のプロジ ェクトを 共 同 で 実 施 する た めの理 想 的 な 条 件 を 備 えてい る。今 回 の チ

リ・ドイツ間 の提 携 により、我 々はこの方 向 性 、そして気 候 変 動 対 策 や産 業 の変 革 のため

の基 本 的 な問 題 について、重 要 な一 歩 を踏 み出 したと述 べた。 

 本 協 定 は、10 年 前 に 締 結 された 「 共 同 声 明 」に 代 わるもので 、様 々な側 面 から相 互 支

援 の強 化 を 呼 びかけ るもので、有 効 期 間 は5年 間 、 更 に 5年 間 延 長 可 能 であ り 、原 料 の

試 掘 、探 査 、抽 出 、処 理 、加 工 から、製 錬 所 での環 境 技 術 を用 いた効 率 的 で持 続 可 能

な鉱 物 処 理 まで、経 済 交 流 を強 化 する8つのポイントが含 まれている。 

 また、従 来 からあるチリ・ドイツフォーラムを、毎 年 両 国 で交 互 に開 催 し、チリ・ドイツ商 工

会 議 所 が調 整 する。更 に、21世 紀 の鉱 業 のための重 要 な鉱 物 や環 境 面 に関 する協 力 に

も特 別 な位 置 づけが与 えられている。 

 最 後 に、本 協 定 は、鉱 山 活 動 を 促 進 しながら環 境 保 護 を 推 進 するものであり、ボリッチ

大 統 領 が設 定 した政 策 目 標 を達 成 するための一 歩 となるもの。 

 

（８） チリの2022年 リチウム生 産 量 ：報 道  

 2月 9日 当 地 紙 エルメルクリ オは、チリのリ チウム生 産 が2022年 に20 . 7万 ト ンとなり 市 場

を回 復 したが、世 界 的 なリーダーには程 遠 い旨 を報 じた。 

 2022年 のリチウム生 産 でチリ財 務 省 は50億 米 ドル以 上 の収 入 を得 たが、これは価 格 の

上 昇 もさることながら、生 産 量 の増 加 によって説 明 される。米 国 地 質 調 査 所 の数 値 による

と、チリは2022年 に20 .7万 トンを生 産 し、2021年 の15 . 1万 トンを上 回 り、37％増 加 した。S

QM社 やアルベマール社 の増 産 により、2022年 の世 界 の炭 酸 リチウム市 場 （炭 酸 リチウム

換 算 で69 . 1万 トン）で国 内 産 業 がシェアを回 復 することができた。この間 、チリのシェアは2

6％から30％に上 昇 、世 界 の主 要 生 産 国 である豪 との差 は縮 小 した。 

 他 方 、豪 のシェアは52%から47%になった。しかし、チリがトップであった2010年 と比 較 する

と、豪 との比 較 でダイ ナミズムが低 下 してい ることが分 かる。豪 は10年 余 り の間 に 生 産 量

が約 8倍 に なった が、チリ では僅 か4倍 で、 しかも国 内 に 他 の 鉱 床 があ るにもかかわらず、

ほぼアタカマ塩 田 での生 産 のみである。 
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 専 門 家 は、チリの状 況 は特 殊 で、法 律 の問 題 が豪 のような国 のペースに産 業 発 展 が追

いつかないことを明 確 に意 味 している。この点 について、チリのリチウムの確 認 埋 蔵 量 との

関 係 を 指 摘 。チ リ の生 産 量 と、リチ ウム を 経 済 的 に 採 掘 でき る埋 蔵 量 のレベ ルを 比 較 す

ると、まだ 開 拓 されていない 大 きな可 能 性 がある。チリは依 然 として埋 蔵 量 が多 い 国 だが、

それが生 産 量 に反 映 されておらず、豪 よりも約 3倍 の埋 蔵 量 を持 ちながら、現 在 は豪 が生

産 のほぼ50％を占 め、チリは30％にすぎないと述 べた。 

 また 、 専 門 家 は、か ん水 に 関 連 する 産 業 は鉱 山 生 産 より も 拡 張 性 があ るた め、 この 10

年 の間 に予 想 されるリチウムブームに乗 じる時 間 はまだあると見 ているが、緊 急 の対 策 が

必 要 で、政 府 の取 る指 針 次 第 であると指 摘 した。一 般 的 に、他 の鉱 山 ビジネスと同 様 、こ

れらは投 資 額 という点 で大 きな決 断 となるため、どのようなルールであっても、長 期 に渡 っ

て明 確 かつ一 貫 した ものとし、国 の方 針 を 進 展 させ、一 度 ゲームのルールを決 めたら、長

期 的 な継 続 性 を持 たせることである。これだけの確 証 があれば、投 資 家 の判 断 はつくと述

べた。 

 しかし、世 界 レベルで見 ると、豪 、チリに続 いて中 などの国 々が登 場 し、2022年 に はリチ

ウムが10 . 1万 トンに達 している。更 に、亜 が3 .3万 トン、伯 が1. 2万 トンと続 く。それらの国 は

まだチリに比 べれば数 段 遅 れているが、追 いつく余 地 があると指 摘 した。。 

 

（９） 森 林 火 災 による農 業 への影 響 ：報 道  

２月 ９日 付 当 地 紙 「エル・メルクリオ」が、森 林 火 災 による農 業 への影 響 を報 じた。 

 チ リ 果 実 生 産 者 連 盟 （ F e d e f r u t a ） の 予 備 調 査 に よ る と 、 ニ ュ ブレ 州 が 最 も 森 林 火 災 の 影

響 を受 けている地 域 の一 つであり、キジョン市 では、輸 出 用 サクランボと国 内 消 費 用 レモンの

多 くの生 産 者 の農 園 が消 失 し、資 産 を失 ったと指 摘 している。 

 同 州 農 業 組 合 副 会 長 であり 、 同 連 盟 のガ ティカ 理 事 は 、キ ジ ョン 市 は 、 最 も 大 き な 被 害 が

記 録 されている場 所 であり、現 時 点 では、この地 域 の経 済 的 損 害 を評 価 することは非 常 に難

しいが、甚 大 な被 害 となると述 べた。同 組 合 によると、キジョン市 では、火 災 による高 温 のため、

一 部 の生 産 者 は生 食 用 ブルーベリー20万 キロを失 ったという。 

  他 方 、 一 部 の 生 産 者 が 大 損 害 を 被 る 中 、 国 家 農 業 協 会 （ S N A ）は 、 森 林 火 災 の 影 響 に

より国 内 市 場 への供 給 が不 足 するリスクを否 定 した。同 協 会 のアジェンデス会 長 は、約 400ヘ

クター ルの小 麦 が焼 失 したと推 定 されるが、これは全 国 レベルでは大 きくなく、国 内 の小 麦 需

給 には影 響 はないとし、ブルーベリーやレモン、サクランボについても、影 響 を受 ける生 産 者 は

いるが、国 内 市 場 での消 費 に影 響 を与 えるレベルではないと述 べた。 

 Fede f r u t aのバレンスエラ会 長 も、果 物 の供 給 面 では問 題 はなく、輸 出 にもそれほど影 響 は

ないだろ うと 言 及 す る一 方 、 同 連 盟 は、 国 内 で 最 も 多 くの 果 樹 栽 培 農 地 を 有 す るオヒギ ンズ

州 やマウレ州 等 において、火 災 への予 防 措 置 を発 動 する必 要 があると警 告 している。 

 

（１０） 森 チリ南 部 の大 規 模 森 林 火 災 による通 信 設 備 への影 響 ：報 道  

2月 8日 付 、当 地 ラテルセラ紙 は、チリ南 部 で 発 生 している 大 規 模 森 林 火 災 による通 信 設

備 への影 響 について、アラジャ通 信 次 官 のコメントを報 じた。 

 ニュブレ、ビオビオ、ラ・アラウカニアの3州 で発 生 した大 規 模 森 林 火 災 による通 信 設 備 の停

止 について、SUBTELは、132の通 信 タワーが停 止 しており、最 も影 響 を受 けた地 域 は、ビオビ

オ で 9 2 局 （ 地 域 の 4 ％ ） 、 ラ ・ ア ラ ウ カ ニ ア で は 2 3 局 （ 地 域 の 1 ％ ） 、 ニ ュ ブ レ で は 1 7 局 （ 地 域 の



12 

2％）が影 響 を受 けたと発 表 した。 

 アラジャ通 信 次 官 のコメントは、以 下 のとおり。 

（１）ネットワーク上 の重 要 なタワーが存 在 する山 がいくつかあり、他 のアンテナにサービスを提

供 す るリ ンク があ るた め 、よ り 深 刻 な 不 測 の 事 態 が 発 生 す る 。 し か し 、 現 在 ま で に 焼 失 し たタ

ワーは、ナシミエントとサンタフアナの2か所 であり、コエレムではまだ確 認 されていない。火 災 が

タワー自 体 に及 ばないように配 慮 している。最 も大 きな被 害 は、タワーの焼 失 ではなく、光 ファ

イバーや送 電 ファイバーの焼 失 によって、サイトが電 力 や通 信 のない状 態 になったことである。 

（ ２） タ ワー の 倒 壊 で 電 波 が 受 信 で き な い と 避 難 を 呼 び か ける 緊 急 通 報 シ ス テム （ SAE ） が 機

能 しなくなるため、火 災 が許 す 限 り早 急 に修 復 す ることを優 先 している。４日 には、ニュブレ州

の通 信 約 30％を担 うカ ジュ マンケの丘 で、倒 壊 事 故 が 発 生 した。す ぐに修 理 に向 かい、数 時

間 で修 理 が完 了 した。また、この緊 急 事 態 の中 で、作 業 員 は、すでに20本 以 上 のタワーを修

理 し 、 ま た 、 緩 和 措 置 と し て 、 火 災 の 被 災 地 に 対 す る 全 国 ロ ー ミ ン グ・ 連 帯 計 画 が 発 動 さ れ

た。これは、RAN（Na t i o n a l  A u t oma t i c  Roam i ng ）という、どの通 信 事 業 者 のアンテナでも電

話 機 が使 えるようにする仕 組 みである。 

（３） 電 波 の 届 か ない 他 の 地 域 をカ バー す るための代 替 手 段 と して 、アンテナを 使 ったり、 アン

テナの向 きを 変 え たり してい る。も うひ とつは 、ある 部 門 に車 両 によ る移 動 基 地 局 を 設 置 す る

という選 択 肢 を検 討 しているが、燃 料 が必 要 であり、安 全 な場 所 を取 ることがかえって消 火 活

動 の妨 げになる可 能 性 もあるため、検 討 中 である。同 車 両 はチリ全 土 で10台 存 在 する。 

（４）タワーには、2G用 、3G用 、4G用 の各 社 の複 数 のアンテナが設 置 されている。通 常 、報 告

するのは、ダメージを受 けたタワーで、その場 合 、3Gや4Gは、ダウンするが、2Gは継 続 される。

1局 あたり地 方 では1本 、もしくは最 大 2本 。都 市 部 では、数 ブロック単 位 のアンテナでカバーし

ている。地 方 では、広 い地 域 に対 して少 ない局 数 という、逆 の論 理 で動 いており、周 囲 12?15

キロメートルの範 囲 になる。 

（５）停 電 になった場 合 の備 え、さまざまなレベルの電 源 バックアップを用 意 している。1時 間 の

タワー もあれば、6 時 間 、 最 長 48 時 間 の タワー もある。バッテリー を 搭 載 し 、 最 も 重 要 な タワ ー

にはより長 いバックアップを用 意 している。 

 

（１１） ノルウェーの課 税 案 がサーモン養 殖 業 に与 える影 響 ：報 道  

２月 １２日 付 当 地 紙 「 エル・メルクリオ」が、ノルウェーの課 税 案 がサーモン養 殖 業 に与 える

影 響 を報 じた。 

 ２０２２年 ９月 、ノルウェー政 府 は、同 国 のサーモン養 殖 業 に40％の課 税 を導 入 することを提

案 した 。これは 、サー モ ン養 殖 事 業 が 天 然 資 源 の 利 用 に 対 して 支 払 う べき とい う考 えに 基 づ

いている。 

 養 殖 用 の製 品 とサービスを提 供 するSTIM No rway社 のクリューガー法 務 部 長 は、この課 税

に対 しては、業 界 とその何 千 人 もの労 働 者 、業 界 に依 存 している企 業 や地 域 社 会 も否 定 的

であり、ノルウェー は、 安 全 で 安 定 した 投 資 を行 う 環 境 が整 備 され ているという 世 界 から の評

価 も崩 れ落 ちることになると述 べた。 

 この 法 案 が ノルウェ ー 国 会 で可 決 されれ ば、202 3年 1 月 1 日 か らさかのぼって 課 税 さ れる予

定 となっている。Rabobank  I n t e r na t i o na l社 のアナリストであるニコリク氏 は、この提 案 に対 す

る抵 抗 により、最 終 的 には40％以 下 の税 率 での課 税 となるよう提 案 の修 正 が検 討 されており、

税 率 は、20％から35％の間 になると市 場 では予 想 されていると言 及 した。 
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 一 方 、 ノ ル ウ ェー の ベ ド ゥ ム 財 務 大 臣 は 、 4 0 % の 課 税 を 維 持 す る べ き だ と 述 べ 、 こ の 発 言 を

受 けて、オスロ証 券 取 引 所 ではサーモン産 業 に関 連 する株 式 が下 落 した。ニコリク氏 は、この

法 案 審 議 に関 して政 府 には十 分 な票 を持 っており、可 決 される可 能 性 は高 いと見 る。 

 こ の 提 案 を め ぐる 不 透 明 感 か ら 、 業 界 内 には ノ ルウ ェー で の 投 資 プロ ジ ェ ク トを 保 留 に して

いる企 業 もある。クリューガー氏 は、多 くのプロジェクトが棚 上 げされていると指 摘 し、税 率 だけ

ではなく、課 税 対 象 についても詳 細 は明 らかではないため、不 確 実 性 があり資 金 計 画 を 立 て

ることは不 可 能 だと指 摘 した。 

 アンド レス・ ベジ ョ 大 学 （チリ ）の 養 殖 技 術 者 であ るレモセ ジェ 氏 は、ノルウ ェー におい て 課 税

が引 き上 げられ、投 資 が減 退 して生 産 量 が減 少 すれば、市 場 に出 回 るサーモンの数 が減 り、

その結 果 価 格 が上 昇 するので、チリにとって有 益 になるとともに、既 にチリに進 出 しているノル

ウェー企 業 によるチリへの投 資 増 も期 待 できると説 明 する。 

 他 方 、 チ リ のア ウ スト ラル 大 学 の ブ ラボ 教 授 は 、 ノル ウ ェー か らチ リ に 投 資 を 振 り 向 ける こ と

は難 しく、チリでの生 産 量 を増 加 させることは 、不 可 能 であると指 摘 しており、その理 由 とし て、

サー モ ン 養 殖 は 、 主 に ロ ス ・ ラ ゴ ス 州 と ア イ セ ン 州 の ２ 州 に 限 ら れ 、 養 殖 密 度 を 国 が 厳 し く 管

理 しており、増 産 には極 めて厳 しい規 制 があることを説 明 している。 

 ま た 、 チ リ サ ー モ ン 養 殖 企 業 の AquaCh i l e 、 Ce rmaq 、 Mow i 、 Sa lmonesAysen か ら な る 業 界

団 体 のセゲル専 務 理 事 は、各 国 は、産 業 の持 続 可 能 な環 境 、社 会 、経 済 発 展 を促 す 競 争

力 のあ る 規 制 の 枠 組 みを 検 討 し な け れ ば な らな い と 指 摘 し 、 こ の 課 税 に 係 る 議 論 は 、 多 くの

関 係 者 から批 判 されている段 階 であり、まだ結 論 には至 っていないと考 えていると述 べた。 

 


